
年金等相談
令和８年度

ハローワーク和歌山 給付課

[TEL]０７３－４２４－９７６6
（８：３０～１７：１５ 土日祝除く）

実施内容

【お問い合わせ】

社会保険労務士による年金等の個別相談

日時 毎週 火曜日

９：００～１２：００

ハローワーク和歌山 ３階入口すぐ左場所

事前
予約制

「雇用保険を受給すると年金はどうなるの？」
「国民健康保険料の減額について 手続き方法は？」
などの相談を社会保険労務士に直接 相談できます。

空きがあれば、予約なしでも
相談いただけます！！



社会保険労務士による
年金等の相談を行っています

相談予定日

日時 毎週火曜日 ９：００～１２：００

場所 ハローワーク和歌山３階入口すぐ左
「年金等相談コーナー」

相談内容 ・雇用保険と年金との支給調整について
・国民健康保険料の減額について
・その他年金に関すること

６月 ２・９・１６・２３・３０日

７月 ７・１４・２１・２８日

８月 ４・１２・１８・２５日

９月 １・８・１５・２４・２９日

１０月 ６・１３・２０・２７日

１１月 ４・１０・１７・２４日

１２月 １・８・１５・２２日

１月 ５・１２・１９・２６日

２月 ２・９・１６・２４日

３月 ２・９・１６・２３・３０日

申込先 雇用保険給付課（TEL073-424-9766）

その他 事前申込がなくても予約枠に空きが
あれば当日の相談も可能です
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